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学生部 自己点検・評価報告書   

 

１－１ 理念・目的  

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（理念・目的等）  

○ 大学・学部・大

学院研究科等の

理念・目的・教育

目標とそれに伴う

人材養成等の目

的の適切性  

 

現状 

学生部は，学生生活の充実及び向上という目的を達成するた

めに，学生部委員会を設置し，学生生活の支援にかかわる次

の事項について審議するとともに，連絡及び調整を行うことを

任務としている。 

(1) 課外活動をはじめとする正課外教育に関する事項 

(2) 学生の福利厚生に関する事項 

(3) 奨学金に関する事項 

(4) 学生の保健・衛生に関する事項 

(5) 学生相談に関する事項 

(6) スポーツ振興に関する事項 

(7) 学生生活にかかわる校規の制定・改廃の立案に関する

事項 

(8) 学長から諮問された事項 

(9) その他学生部長が必要と認めた事項 

 

・長所  

学生部は学生部長 1 名，副学生部長 5 名，各学部学生部

委員 18 名および事務職員で構成され，学生生活の支援に必

要な事項について迅速に対応できる体制をとっている。なかで

も，上記の（2）〜（5）の事項については，同規模大学に比して

も先進的な支援制度・活動を展開している．また，2005 年度か

ら ス タ ー ト し た 「 M − Navi プ ロ グ ラ ム 」 （ Meiji 

Navigation Program）は，正課外教育の一環であり，

2007 年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プロ

グラム」（学生支援 GP）に採択された。さらに今年度か

ら，ボランティアセンターの制度が整い，ボランティア

支援が新たな活動として加わった．これらによって，正

課外教育のさらなる充実が図られている。 

 

・問題点  

 従来の「学生自治会」対応を主とする学生部から，学

生生活支援，自立支援のための正課外教育全般にわたる

対応を主体とする学生部へと質的に転換することが求め

られている。しかし，上記の（1）と（6）の事項に関し

ては，依然として，「学生自治会」対応時代の悪しき遺

産が克服されておらず，これらを正課外教育の視点か

ら，再生していく必要がある。 

 

･（2）〜（5）の事項につ

いては，さらなる充実を

図る。 

・「M−Navi プログラム」

（Meiji Navigation 

Program）のさらなる具

体化によって，正課外教

育のいっそうの充実を図

る。制度の整ったボラン

ティアセンターに関して

は，制度を実質化するた

めの活動を開始するとと

もに，3地区に人員を配

置して，より一層の充実

化を図る。 

・「学生自治会」対応時代

の悪しき遺産が克服に関

しては，正課外教育の視

点から，まずサークルの

組織体制を見直して，学

生の自発的な管理の仕組

みを作り出すとともに，

大学との連携のパイプを

より充実したものにして

いく。体育会運動部につ

いては，同様の視点か

ら，カレッジスポーツの

再興・振興のために，従

来の OB・OG に任せきりの

態勢を見直し，徐々に正

課外教育として，大学に

よる指導の態勢を整備し

ていく必要がある。 

 

○ 大学・学部・大

学院研究科等の

理念・目的・教育

目標等の周知の

方法とその有効

性 

・現状 

全新入生には，オリエンテーションの時期に学部単位

で学生支援のガイダンスを実施して，理念や目標の徹底

を図るほか，学生支援部の役割を周知している。その上

で，『CAMPUS HANDBOOK』『サークル NAVI』『学生健康

保健のしおり』等の冊子を，奨学金受給希望者には

『assist』を配布するなど，冊子による周知に努めてい

・ 2 年次以上の学生に対す

る個別の広報・指導につい

ては，大学との連携のパイ

プがある，既存の学生組織

との連携の仕組みをまず広

げていくことによって，その

態勢を充実化させる。その
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点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

る。また，広報課発行の『M-Style』や『明大広報』，

学内各所に設置している掲示板，大学全体のガイドブッ

ク，ホームページ等に積極的に情報を掲載し，本学学生

のみならず，広く社会に対しても情報を提供している。

特にホームページでは，各種行事の案内をその都度掲載

し，学生部の現状の周知に努めている。学生個々に対し

ては Oh-o!Meiji システムを活用し，折りにふれて各種

情報の提供に努めている。 

 

・長所  

 オリエンテーション時期の指導と，大量の文字情報や

デジタル情報による広報活動に関しては，周知・徹底が

図られている。 

 

・問題点 

 新入生への指導と周知は徹底されている一方で，2 年次以

上の学生への指導と周知が十分ではない。2 年次以上に関し

ては，体育会運動部や公認サークルなど大学との連携のパイ

プがある学生諸君への周知を図ることができるのに対して，こう

した連携のパイプがない学生諸君への個別の広報・指導の態

勢が十分ではなく，問題が起こってから，後追いになることが少

なくない。また，大量の広報活動の手段である配布物の更新に

関して，一部の配布物で遅れが出ている。 

 

さらに外側にいる，連携の

パイプが十分ではない学生

諸君へは，タイムリーな掲

示で注意を促すとともに，ホ

ームページを充実化させ

て，できる限り多くの学生諸

君への指導・周知が行き渡

るようにする。 

・ 配布している各種冊子に

ついては，引き続き充実を

図り学生生活の充実に役

立てたる。ホームページに

ついては，学生部行事や

本学学生の活躍について，

迅速・正確な情報を掲載

し，学内外に積極的にアピ

ールする。 

  

 

（理念・目的等の検

証）  

・  大学・学部・大学

院研究科等の理

念・目的・教育目

標を検証する仕

組みの導入状況  

・現状  

 学生部では，各学部から選出された学生部委員から成る学

生部委員会を設置し，学生生活にかかわる諸問題の検証と改

善策の策定を実施している。また，常設の委員会として奨学金

委員会や学生相談委員会の常設委員会を設置して，個別の

問題について検証し，改善策の検討が行われている。さらに，

学生健康保健組合理事会や M−Navi 委員会は，教職員と学

生とから構成されており，それぞれの問題について，両者の観

点から検証され，改善策が検討されるようになっている。 

この他，学生からのモニタリングに関しては，体育会本部や

公認サークルの一部の団体における本部があり，これが大学と

学生諸君との制度的な連携のシステムとなっており，これを通

じて学生の声を直接聞いている。 

 

・長所 

各学部の教員レベルにおける検証が反映される。また，常

設委員会や，教職員・学生から構成される委員会では，個別

案件については検証し，改善策が検討できる。 

大学と学生諸君との制度的な連携システムのある学生団体

および個々の運動部やサークルなどの評価については直接に

確認できる。 

 

・問題点  

 学生自治対応を主とする学生部から学生生活支援・学生自

立支援のための正課外教育全般にわたる対応を主体とする

学生部へと質的に転換するには多くの 課題があり，常設委員

会をはじめとする上記の委員会のみでは十分に議論し，検証

するシステムになっていない。 

大学と学生諸君との制度的な連携システムが依然として，運

・ 常設委員会において，学生

部の理念的・質的転換に関

して，さらに一層の周知を

図る。なかでも，M−Navi プ

ログラムなどへの積極的

な参加を呼びかけ，参加

を通して理念的・質的転

換の意味を理解してもらうよ

うにする 

・また，常設の委員会だけ

では，限界があるので，

常設委員会以外に設置さ

れている，小委員会（学

館（スチューデントセンタ

ー）小委員会，課外活動奨

励小委員会，学内診療体

制検討小委員会，ボランテ

ィア小委員会等において，

個別の問題について検証

する体制を整える。これを

通じて教職員全体が学生

部の理念や学生生活の現

状について認識をさらに深

めていくようにする。 

 ・ 学生諸君との制度的な

連携システムに関しては，

まずサークル関係だけで

も，すべての公認サークル

を網羅するようなシステムの
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点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

動部や一部のサークルにとどまり，サークル全体を網羅する組

織が進んでいない．ましてや，こうした連携システムに関わらな

い学生諸君の声を反映するまでには至っていない。 

 

構築を急ぐ。 

 

 

１－２ 理念・目的に基づいた特色ある取組み （略） 

２ 教育研究組織 (略) 

３ 教育内容・方法等 (略)  

４ 学生の受け入れ (略) 

５ 学生生活  

学生生活支援に関する目標 

 学生が大学生活において各々の目標・計画の下で，勉学や課外活動に励み，かつ有意義なキャンパ

スライフを享受できるように指導・助言するとともに，それを可能とするような経済的・環境的な条件を整

備することを目標とする。 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（学生への経済的

支援）  

○ 奨学金その他

学生への経済的支

援を図るための措

置の有効性，適切

性  

 

・  各種奨学金への

アクセスを容易に

するような学生へ

の情報提供の状況

とその適切性 

【現状】 

本学では，学部生及び大学院生が実りある大学生

活を送るための経済的基盤を確保するため，各種奨

学金の充実をめざして，ここ数年来，様々な改革を行

ってきた。2008 年実行した制度改革は次のとおりであ

る。 

 

①災害時特別給費奨学金 

大規模な災害については「災害特別給費奨学金」と

して予算（100 万円）を計上している。教務事務部と連

携をはかりながら，在学生及び新入生（受験生）に対

し，被害状況により，授業料全額又は 2 分の 1 相当

額，又は４分の１相当額を奨学金として給付支援して

いる。 

また，この奨学金とは別に，甚大な被害が予想され

る天災が発生した場合，大学として授業料減免等の

特別措置を行っている。 

 

②銀行提携「教育ローン」利子補給奨学金（改正） 

 これまで給付対象者を新入生に限っていたが，全学年の

在学生へと拡大し，教育ローンが実行された者全てが利用

できるようにした。しかし，給付はローンが実行された当該年

度に限られているため，2009 年度より，標準修業年限内で

あれば在学期間中の利子を全て補給できるよう，更なる拡大

を図る予定である。 

③連合父母会緊急給費奨学金（旧連合父母会奨学金の改

正） 

 学内奨学金の現況を的確に

分析し，本学と同規模の大学

と比較した場合，その水準を

上回るよう充実を図るために，

上の問題点に対して下記のよ

うな改善を目指す必要がある。

 

①災害時特別給費奨学金

の見直しについては，財

務部と連携を図り，「学費

の減免に関する規則」の

改正及び内規を整備する

ことによって，利用の少な

い災害時特別給費奨学制

度を吸収し，災害範囲の

大小を問わず，救済措置

を適用できるようにする。 

②銀行提携「教育ローン」利子

補給奨学金制度に関しては，

制度を拡大して，標準修業年

限を超える学生にも在学中に

発生する利子部分の全額給

付とすることにより，在学中は

無利子で外部機関から貸与

を受けることができるよう，制

度の充実を図る。なお，このこ

とは，貸費奨学金から給費奨
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 従来からある連合父母会奨学金（給費）は特別貸費奨学

金（貸費）の採用者に給付される奨学金，つまり「連動型」の

章が金であった。そのため，ここ数年特別貸費奨学金の応

募者が皆無であったため，全く執行されていない状況にあっ

た。 

 家計急変者からは貸費型より給費型の奨学金を求める声

が強かったことを考慮して，特別貸費奨学金との連動を切り

離し，名称を「連合父母会緊急給費奨学金」と変更し，家計

急変者を対象とした新たな給費奨学金制度として位置づけ

た。 

 2009 年度から施行する予定で校規の改正を進めていた

が，世界的金融危機の影響による経済悪化に対応すべく，

施行を前倒し，年度途中から実行することで，家計急変者の

緊急的救済に努めた。 

④スポーツ奨励奨学金（改正） 

 スポーツ振興の更なる活性化を目的とし，採用人数 75 名

から 100 名規模へと奨学金制度を拡大した。この拡大と並

行して，2009 年度より，高校においてスポーツ活動で優秀な

成績を収め，将来有望として期待できる選手の入学前獲得

を目指し，入学年度の授業料を免除する新たな制度も導入

される。 

⑤特定研究者育成奨学金の検討 

 特に優れた研究者の確保及び育成を目的とした新たな奨

学制度を立ち上げるための検討をした。特定研究者とは，日

本学術振興会特別研究員及びグローバルＣＯＥに採択され

た拠点（＝ＭＩＭＳ）が展開するＭＩＭＳ Ｐｈ．Ｄプログラムで

教育・指導を受ける者を指し，2009 年度から施行する予定

である。 

⑥新入生向け奨学金情報誌の送料無料化 

 

 

・長所 

本学では，有為な人材確保をするための施策及び少子高

齢化の対策として，他大学に先んじて，学部及び大学院にお

いて特色ある奨学金を導入してきた。対象とする学生は多様

であり，経済困窮者，家計急変者，学業優秀者，学術・スポー

ツ・ボランティア等の分野において顕著な成果を収めた者等，

多くの学生が奨学金を受給できる機会を用意している。個人

の必要性に合わせた支援により，学生生活を実り多いものに

し，家計の負担を軽減するとともに，勉学に専心できる環境を

整えている。 

「貸費から給費へのシフト」という基本方針の下で，給費奨

学金については，年々予算が増幅され，他大学と比較しても

学部，大学院とも私立大学でトップクラスであり，その充実度の

高さを誇っている。 

 在学生に対する奨学金情報は，奨学金情報専門誌

「ass i s t」の配付，学内掲示板及びホームページへの

掲載，Oh-o!  Me i j i システムでのおしらせ配信等で周

知している。 

 

問題点 

① 災害時特別給費奨学金に関しては，次の問題があ

る。大規模な災害が発生した際に本学では現在，

「学費の減免に関する規則」を適用し，在学生の学

費だけではなく，受験生の入学検定料も減免してい

学金への移行を推進している

現在，現行の貸費奨学金に

代わる制度を準備することに

もなる。 

③不定期の奨学金募集に関

する在学生に対する情報

提供については，情報の

電子化を本格的に導入す

る方向で，情報メディア部

と連携を図り，Oh-o!  

Me i j i システムに奨学金

募集メニューを追加する

等，情報の機密性を守り

つつ，アクセスが容易な方

法を導入する。このこと

は，学外からのアクセスに

対する父母からの強い要

望にも，応えていく方法で

もある。 

④大学院関連の奨学金の

多様化の問題に関して

は，そもそもの問題とし

て，学部，既存大学並びに

専門職大学院は，それぞれ，

奨学金の種類・目的，学生か

らのニーズ等大きく異なって

いるにもかかわらず，３者を横

断する協議の場が存在しな

い。適切な運用に支障をきた

す恐れがあり，早急に規程の

整備を図る必要がある。 
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る。このことにより，過去５年間において数度の大規

模災害が発生しているにもかかわらず，在学生の授

業料のみを対象とした災害時特別給費奨学金の給

付人数は３名に止まっている。前者における制度の

適用の曖昧さは別にしても，制度が二重化しており，

当該の給費奨学金の意義とあり方が問われている。

② 銀行提携「教育ローン」利子補給奨学金に関しては，次の

問題がある。国，地方民間，学内奨学金とも奨学金

の募集対象は修業年限内に在学している学生を対

象としている。そのため，授業料の納入が困難な留

年者に対してこの制度が適用されず，元金と利子の返

済が当該学生の家計を圧迫している状況である。 

③ 在学生に対する現行の情報提供では，次の問題が

ある。在学生に対する奨学金情報は，奨学金情報専

門誌「ass i s t」の配付，学内掲示板及びホームペー

ジへの掲載，Oh-o!  Mei j i システムでのおしらせ配

信等で周知している。定期募集の奨学金について

は，この周知方法で対応できる。しかし，民間団体，

地方公共団体等の不定期な募集について，上記の

周知方法では概要の提供に止まり，詳細な情報は学

内掲示板のみの提供となっており，周知が徹底され

ていないのが現状である。いる。学内掲示板を確認

する学生は減少傾向にあり，時流から情報の電子化

を本格的にする必要がある。 

④ 大学院関連の奨学金に関しては，大学院関連の奨

学金が多種多様に運用されるようになったため，現行の校

規では運用に支障をきたしている。 

 

 

（学生の研究活動

への支援）  

・  学生に対し，研

究プロジェクトへの

参加を促すための

配慮の適切性  

・  学生に対し，各

種論文集およびそ

の他の公的刊行物

への執筆を促すた

めの方途の適切性 

・現状  

 

・長所  

 

・問題点  

 

学生相談に関する目標 

 学生が大学生活を円滑にかつ有意義に送ることができるよう個人的な相談に応じ，指導・助言するとと

もに，その相談のために条件整備することを目的とする。 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（生活相談等）  

○ 学生の心身の健

康保持・増進及び

安全・衛生への配

慮の適切性  

○ ハラスメント防止

のための措置の適

切性  

 

・現状  

(1) 各キャンパスに診療所が設置され，医師による診察だけ

でなく，健康診断，予防啓発活動を実施している。 

(2) 学内での事故発生時には「事故対応マニュアル」に従っ

て対応し，事故後の医療費については，全学生が加入して

いる「明治大学学生健康保険組合（学生健保）」及び「学生

教育研究災害傷害保険（学研災）」の医療給付制度により経

済的負担を軽減している。 

(3) 2008年度学生定期健康診断の受診者は24,377名で，前

・予防啓発活動の充実化では，

予防のための措置（自己診断シ

ート・健康情報提供）を講じる。

・「学研災」事故に関しては，体

育教員及び体育関係部署に統

計データを示し，事故防止を働

きかける。 
・より多くの学生が受診できるよ

う日程を設定するために，教室
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年度より1,887名増加した。受診率で見ると78.1％であり，前

年度より5.7ポイント増加したが，学部2・3年生の受診率の向

上が全体の受診率を上げている。 

(4)本学には，山中・清里・桧原湖の3セミナーハウスと

誉田寮の計4つの所有施設を所有している。また，契

約施設として，①富岡町合宿センター（福島県），②う

らかわ優駿ビレッジ「AERU」（北海道），③海の家「晴

海」（千葉県），④人材開発センター「富士研修所」と

がある。これらの施設は，ゼミ・クラスの親睦旅行など

に広く利用され，2008年度の利用者数は19，210名

である。 

 

 

・長所  

1) 各キャンパスに「学生相談室」及び「診療所」が開設され，

心身両面のサポート体制が整っている。 

(2) 「学生健保」の充実によって，診療契約を結んでいる全国

約 160 か所の医療機関及び学内診療所では，保険診療の

範囲内において自己負担なしで診療が受けられる。また，

「入院」の場合には，協定外の医療機関の場合でも申請によ

り給付が受けられる。「学研災」は保険料の全額を大学が負

し，全学生が加入済である。 

(3) 学生定期健康診断の受診率の向上に加えて，「診療所」

における健康診断の実施によって，疾病の早期発見，感染

症の拡大防止，健康管理（自己管理）意識の向上に努めて

いる。 

(4) いずれのセミナーハウスも豊な自然に恵まれた閑静な環

境にあり，学生・教職員が起居をともにしながら研修を積み，

人間対人間として生活することで理解と信頼を深め，人間形

成に役立てられている。 

 

・問題点  

(1 )  心身のケアについて，事後対応のため対策が後手に回

る。 

(2 )  「学研災」の対象事故では，同一活動形態別に見た場

合，体育実習中に発生する件数が多い（15 件）。また，実

験・実習中のケガも３件発生している。活動形態ごとの事故

防止への対応が必要である。 

(3 )  定期健康診断では，駿河台・和泉地区においては教室

を定期健康診断会場にしているため，日程の確保に苦慮し

ている。 

(4)繁忙期は，特定の施設に利用希望が集中し，要望

に応えられないことがある。また，施設によっては，利

用者数の伸び悩みが懸念されているものがある。 

 

○ ハラスメント防止のための措置の適切性 

・現状 

 2007 年 3 月にキャンパス・ハラスメント対策室が設置され

た。それまで，学生相談室がセクシャル・ハラスメント相談関

係業務を兼務してきたが，本対策室がその業務にあたること

になり，ハラスメントの訴えに対して専念できる体制が整えら

れた。 

 

・長所 

(1 )従来，持ち込まれる相談には各種ハラスメントが混在する

以外の施設での実施を検討す

る。 

●各厚生施設の立地や規

模を活かした特色を打ち出

し，掲示等で利用者にアピ

ールすることで，繁忙期の

特定施設への利用希望集

中及び利用者数の伸び悩

みを解消する。また，引き続

き施設・設備を充実させ，学

生にとって，より利便性の高

い環境を作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学生からの訴えに真摯に耳

を傾け，学生相談室とキャン

パス・ハラスメント対策室とで

連携し，問題解決に努める。 
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ケースが多く，セクシュアル・ハラスメント以外の問題をどう扱

うか対応に苦慮してきたが，キャンパス・ハラスメント対策室が

設置されたことにより，あらゆるハラスメント相談に専門的に

対応し，防止のための啓発を行うことができるようになった。 

(2) キャンパス・ハラスメント対策室が開設されたことにより，

相談に対して，迅速な対応ができるようになった。 

 

・問題点 

新たな専門部局ができたが，学生相談室には，キャンパ

ス・ハラスメントにあたるのかどうかの判断を含めて相談した

いというハラスメント相談が，相変わらず多く持ち込まれてい

る。その中には，キャンパス・ハラスメント問題にすることをた

めらい，対人関係の相談として学生相談室で取り扱う事例も

ある。 

・ 生活相談担当部

署の活動の有効性  

・  生活相談，進路

相談を行う専門のカ

ウンセラーやアドバ

イザーなどの配置

状況  

・  不登校の学生へ

の対応状況  

 

・現状  

(1)学生相談室は「よろず相談」を標榜し，精神的な問題のみ

ならず，あらゆる相談に応じている。学生相談室の構成員

は，各学部から選出された教員相談員 17 名，精神科医 3

名，弁護士 1 名，臨床心理士 7 名，専任職員 5 名，嘱託職

員 3 名である。 

(2)近年，就職状況の困難さ，アルバイト先でのトラブル，振

込め詐欺，さらにはインターネット上の諸問題など，学生を取

り巻く社会的問題は多様化している。これらの相談には教員

相談員と職員が応じている。 

(3)学生相談室来談件数は 2006〜08 年度に 2,650〜2,900

件で推移している。うち「精神衛生」領域が 2006〜08 年度に

61〜63％であり，最も大きな割合を占めている。1998 年度に

おける同上の比率が 37％であったことと比較すると，精神衛

生領域が高率で推移していることが近年の特徴である。 

(4 )特に，大学院生からの相談者数の増加が目立つ。その

割合は，2006 年度までは相談者全体の 4％を超えたことは

なかったのに対して，2007 年度に 9％，2008 年度に 7.9%を

占め，倍増している。 

 

・長所  

(1)本学の学生相談室は，大学の教育機関の一資源として，

学生生活上のあらゆる問題に対応することを目指すことによ

り，「精神衛生」のみに偏ることや，クリニック化することの弊

害を避け，バランスが保たれている。 
(2)精神科医・臨床心理士の人員配置は十分と言える状況で

はないので，毎年少しずつ増員・増時間が認められている。

 

・問題点  

⑴学生相談室に関しては，現状の面談室数では，精神衛生

領域を担当する精神科医・臨床心理士の増員・増時間を図

ることができない。 
(2) 精神的な問題，発達障害を抱えている学生が増加して

いる。このような学生を大学生活に適応させるためには，学

内の連携が不可欠である。しかし，その一方で守秘義務や

個人情報保護等が厳しく求められており，思うような対応が

取れない場合が少なくない。 
⑶増加する大学院生からの相談者に対する対応が課題で

ある．特に 2004 年度以降，法科大学院はじめ専門職大学

院設置により，従来の大学院生とは入学の目的や背景，抱

える問題が異なる大学院生が在籍するようになった。従来，

(1) 学生相談室の改装，あるい

は空きスペースの利用によっ

て面談室を増やし，増加する

精神衛生領域の相談に対応

する。 
(2) 守秘義務を乗り超えて，各

学部・大学院等の学内他部署

と連携を取り合いながら，対処

するルールづくり，例えば「集

団守秘義務」の相互理解など

が必要である。また，年に１回

程度，各学部教授会との話し

合いを持ち，学生相談室の来

談状況・来談傾向などを報告

する機会を設けて，さらなる理

解と連携を目指す。 

  学内連携の事例として，発

達障害のある学生に関して

は，学内での就労体験の場と

して，図書館，明大サポート等

と連携する。 

(3 )  大学院から相談員選出をも

とめ，増加する大学生からの

相談の解決をはかる。 
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既存の大学院研究科の院生に関しては，学部選出教員相

談員がパイプ役を果たしてきたが，これもすでに限界に達し

ている．まして，パイプ役となる相談員がいない専門職大学

院の院生に関しては，対処するすべがない。 

 

○不登校学生への対応状況 

・現状 

 家族からの訴えなどの個人的な悩みに応じているが，当該

学生が長期にわたり引きこもっている状況では，面談には至

らないケースが多い。嘱託精神科医と連携をとりながら，間

接的に家族を支援するにとどまるなど，対応に苦慮してい

る。 

 

・長所 

 教務部と話し合い，不登校学生を把握するための情報に

ついて，個人情報の取扱いを明確にし，提供を受けることと

なった。その結果，原級者ガイダンス，単位過少者ガイダン

ス，履修届未提出者への対応で学生相談室との連携がはか

られる機会が増えた。 

 

・問題点 

 長期不登校学生の数を推定するには，単位過少者数を把

握することで対応しているが，実態の把握は未だ十分ではな

い。問題の所在を明らかにし，すみやかな対応を講じるため

には，単位過少者のデータとのリンクなど制度的な工夫が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

・ 入学早々の適応状況が，そ

の後の学生生活に大きく影響

することが，相談事例から判

明している。入学当初のオリエ

ンテーションを含め，大学生

活への適応の援助（とりわけ

導入教育への取り組み）が肝

要である。これらの具体的方

法として，2005 年度から｢新入

生合宿｣（2 泊 3 日）を実現さ

せ，さらに規模を拡大して実

施し，定着している。さらに，

新入生に特化した，学生生活

への適応を促すプログラムな

ど，啓発活動を展開する。 

 2008 年度，入学期の導入期

教育の一環として，「Ｍ-Ｎavi

ブックレット新入生応援プログ

ラム」と銘打った４冊を含む 6

種類の冊子を配布して，学生

生活の初期の適応を援助し

た。 

・ 学生生活に関す

る満足度アンケート

の実施と活用の状

況 

・現状  

 本学として独自のアンケートは実施していない。2006 年 10

月に日本私立大学連盟による「第 12 回学生生活実態調査」

を利用したアンケートを実施し，3,013 名に調査票を配布し

て，1,080 名から回答（回答率 36％）を得た。このほか，M-

Navi プログラム等各行事参加者，厚生施設利用者などを対

象に，個別の取扱業務に対応したアンケートを実施してい

る。 

 

・長所  

 日本私立大学連盟の「学生生活実態調査」に参加するこ

とによって，少数の事例とはいえ，学生生活の実態の一端が

明らかになってきた。 

 

・問題点  

 学生生活の実態を正確に把握するため，学生生活に関す

る満足度アンケートを継続して実施していくとともに，回答率

を上げて多くの学生の生活実態に迫る方策が必要である。 

 

 全学生を対象としたアンケー

トの企画・実施・活用は，多く

の予算と時間が必要となるの

で，中期的な計画を立て着実

に実施していく。また，アンケ

ート回答者には粗品を用意す

るなどして回答率を上げてい

く。 

課外活動支援に関する目標 

学生の自主的な課外活動は，学生同士の切磋琢磨を通じて，豊かな人間形成が図られる場である。 

 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（課外活動）  

○ 学生の課外活動

に対して大学として

・現状  

(1) 大学公認サークルには，必ず専任教職員が部長に

就き，日常的に指導を行っている。また，体育会各部

 

●(1)各サークル及び各部長

に対してコミュニケーショ
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組織的に行ってい

る指導，支援の有

効性  

 

には監督の設置を認め，部長手当,監督手当,引率旅費

を支給している。 

(2）2001 年 2 月に文化部連合会（文連）本部及び研究部

連合会（研連）本部の公認が停止されて以降，理科部連合

会（理科連）など一部の連合体を除いて，サークル連合体の

組織・活動が形骸化していた。大学と協力・協働し，学生の

自主的な活動を支えるための組織を再構築する必要がある

という認識にたって，2008 年 5 月にサークルカテゴリーを再

編成した。この再編成では，従来の文連，研連に代わり，「音

楽・芸術グループ」，「人文・社会グループ」，「レクリエーショ

ン・スポーツグループ」の３つのグループを設置した。これに

伴って，文連，研連に加盟していた団体及び一定基準を満

たす同好会については，３つのグループのいずれかに加盟

し，活動内容が比較的類似する団体間の連携を促進する組

織を構築した。 

(3) 各キャンパスに学生会館・部室センターを設置し,

サークルボックスや各種練習室・スタジオを提供して

いる。また，体育会の多くの部には専用・共用の練習

施設や合宿所を設置，維持運営している。 

(4) 課外活動に助成金を支給している（2008 年度予算

は 9,034 万円） 

ア．定額型助成金 

イ．個別活動に対する助成金 

ウ．団体連合に対する運営助成金 

エ．学園祭等行事への助成金 

 また，課外活動褒賞制度については，「明治大学創立

者記念奨学金」制度において，学術，芸術，スポーツ，

社会貢献活動，国際交流活動において顕著な成果をあげ

たり，文化，芸術，国際交流・協力，福祉・環境ボラン

ティア等の分野で新規活動にチャレンジする学生個人や

学生団体に給費奨学金を支給している。 

(5) 2005 年度から学生の「自立支援」の具体的な取り

組みとして，学生部主催の正課外教育プログラムを開

始した。2006 年度には，「課外教育プログラム」とい

う一般的な名称から「M－Navi（MEIJI Navigation）プ

ログラム」に改め，親しみやすさを高めるとともに，

プログラムの質的・量的拡充を実施した。M－Navi プロ

グラムは，参加体験型プログラムであり，協働体験や

本物に触れる体験を通じて，学生の社会人基礎力の涵

養と自立支援を行うものである。 

 2007 年度には，M－Navi プログラムを基礎とした，

「学生部による社会人基礎力形成支援の新展開-圧倒的

多数の中間層を対象とした M－Navi プログラム」が文部

科学省の学生支援ＧＰに採択された（2007 年度～2010

年度まで 4 ヵ年）。この取り組みは，従来のアナログの

プログラムを学生の力でデジタルコンテンツ化し，学生

同士の学びあいと，未参加学生への波及効果を目的とし

ている。さらに，M－Navi プログラムの立案を教職員と

学生が協働で行うことにより，学生にとって参加体験型

プログラムから企画運営型プログラムへ進化しさせるこ

とを目指している。 

 2008 年度は 24 のプログラムを実施した。5 月には M-

Navi 学生委員会を立ち上げ，教職員の委員会と協働で

デジタルコンテンツを作成し，11 月の大学祭で展示発

表した。さらに，2009 年度の M-Navi プログラムの実施

ンを一層密に取るよう，サ

ークル説明会の場や「サー

クルの手引」等の配付物を

利用して指導するする。 

●(2)音楽サークル合同コン

サートなどを開催し，サー

クルが連携する場を用意す

る。 

・サークル間の連携状況を見

ながら，カテゴリーごとの

本部機能の設置など，学生

同士の自律的な活動マネジ

メント体制構築を支援す

る。 

・(3) 不足している施設の設

置，老朽化施設の改良が望ま

れる。ここ数年，大手私立大

学では，大規模でハード・

ソフトともに充実したスチ

ューデントセンターの整備

が急速に進んでいる。学生

部では，学生の自立支援の

拠点整備は，大学間競争の

観点からも急務であると捉

えており，本学の特性を踏

まえたスチューデントセン

ター・部室センターの建設

について，本学全体の施設

整備計画に組み入れる。 

● (4)ホームページの活用や

広報誌（M－Style 等）での

周知を行う。 

●(5) M-Navi 学生委員会を設

置し，デジタルコンテンツ化や

M－Navi プログラムの企画・

運営を学生委員が教職員と協

働で行えるようにする。また，

2008 年度中に M－Navi プロ

グラム評価委員会（仮称）を設

置し，これまでの実績評価を

今後のプログラム運営に反映

できるようにする。 
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案作成も教職員と学生が協働して行い，学生委員の発案

による企画も次年度実施することを決定した。また，3

月に M-Navi 評価委員会が発足し，学生支援 GP の中間評

価として，2009 年前期に参加型評価方式で評価を行な

うこととした。 

 

・長所 

(1) サークルの指導体制が明確である。 

(2) 活動目的が類似する団体が連携することができ

る。 

(3) サークルが安定的に活動の場を確保することがで

きる。 

(4) サークルが活動の目的に応じ，各種助成金や給費

奨学金を受給できる。 

(5) M－Navi プログラムは「協働」をキーワードとす

る参加体験型プログラム，「本物に触れる」体験プロ

グラムであり，学生の自己発見・他者理解の場となっ

ている。こうした体験の場が，学生の社会人基礎力涵

養を通じた自立支援となっている。2008 年度に M-

Navi 学生委員会が発足したことにより，学生と教職員

の協働により運営できる。 

 

・問題点  

(1) 部長とサークルのコミュニケーションが取られてい

ない場合がある。 

(2) 再編して間もないこともあり，新たなサークルカテ

ゴリーが学生に充分定着していない上に，大学とサーク

ルとの連携を推進する中間組織がまだできていない。 

(3) 各キャンパスに設置されている学生会館・部室セン

ター等は築 40 年以上経過している建物も多く，老朽化

が進行している。サークルのニーズに対して，練習室，

ギャラリー等が量的にも不足している。 

 

(4)各種助成や褒賞制度の意義を全学的にアピールして

いく必要がある。 

(5) プログラムの企画・運営に学生が主体的に参画でき

る体制が不十分である。 

 

・  資格取得を目的

とする課外授業の

開設状況とその有

効性 

・現状  

学生部に関連する，資格取得を目的とする課外授業は，

「災害救援ボランティア講座」がある。この講座は，千

代田区とともに開催し，講習及び救急救命に関する実技

を行った。受講した学生 38 名全員が修了し「ボランテ

ィアセーフティーリーダー認定証」や「上級救命技能認

定証」が交付された。（受講者・修了者 38 名，修了率

100％） 

 

・長所 

 3 日間の集中プログラムの実施により，関心の高い学

生が効果的に知識・技能を修得でき，その後の災害救援

ボランティアの核となる人材を育成できる。また，募集

開始から数日で募集定員に達するなど，学生の関心が高

まってきている。 

 

・問題点  

●学内開催の拡充は限界

があるため，関心の高い学

生には学外開催の講座を

積極的に周知する。 

・上級救命技能の更新講座の

学内開催に向け，関係諸機

関と調整を開始する。 
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 学生の関心が高く，参加希望者が多い一方で，限られ

た参加人数・回数の中での実施となっている。また，上

級救命技能認定書は有効期限が 3 年間だが，更新のため

の講座を学内では開催されていない。 

  

・  学生代表と定期

的に意見交換を行

うシステムの確立状

況 

・現状  

 2001 年に学生自治会を公認停止したことにより，学

生代表との意見交換のシステムは途絶えていた。大学の

福利厚生事業（食堂・売店等）に関する学生の意見を聴

取することを目的とし，2003 年度から各キャンパスで

「学生モニター制度」を発足させた。学生モニターは，

業者との意見交換や他大学への見学など，活発に活動を

行い，学生モニターから提出された意見は，各店舗で実

際に採用され，福利厚生事業の充実に確実に活かされて

きた。その結果，多くの問題が解消され，2007 年度

は，募集を停止した。学生モニター制度の再構築は進捗

していないが，明大祭実行委員会，生明祭実行委員会な

ど，学生を代表する側面を持つ委員会と学生部との意見

交換は年々活発化している。 

 学生自治会の公認を停止したとはいえ，サークル・体育

会と大学との一部の連携組織については，課外活動やスポ

ーツ振興の担当が窓口となって，かたちと役割を変えつつ機

能している。サークルでは理科部連合会（理科連）本部およ

び体育同好会連合（体同連）本部が，体育会では体育会本

部がそれぞれ組織されて，傘下のサークルと運動部をまと

め，独自に総会やリーダースキャンプ，新歓などを企画する

とともに，大学との意見交換の場を設けて，連携を図ってい

る。 

 なお，2008 年 5 月に実施したサークルカテゴリーの

再編成を実施した。は，活動内容が比較的類似する団体

間の連携を促進し，将来的にカテゴリーごとの本部機能

の設置など，学生同士の自律的な活動マネジメント体制

構築を目指している。この本部が機能し，さらに各本部

の連携が実現すれば，将来的には学生代表との意見交換

の場となりうるが，現段階ではサークルカテゴリーの再

編成にとどまり，新たな本部機能設置には至っていな

い。 

  

・長所  

 全学的なシステムは途絶えている。しかし，サークルや体

育会，両大学祭実行委員会などの一部の学生組織とは，意

見交換するシステムが生き残り，少数ながらも，学生との意

見・情報交換するとともに，大学との連携関係が保たれてい

る。 

 

・問題点 

(1) 学生モニター制度については，設置目的を福利厚生事

業（食堂・売店等）に限っているため，多くの問題が解消され

た結果，課題が少なくなっている状態である。しかし，学生た

ちは 4 年間で入れ替わり，また時代の変化の中で要望も多

様化しており，モニター制度の再構築が必要となっている。 

(2) サークル等との連携組織については，現段階ではサー

クルカテゴリーの再編成にとどまり，新たな本部機能設

置には至っていない。3 つの本部に所属しないサークルに

(1)  学生モニター制度では，

2008 年度は，奨学金，アルバ

イト，住居紹介，サークル活

動，厚生施設，職員の窓口対

応等，学生生活全般について

のモニター活動が行えるよう，

学生モニター制度の再構築を

図る。 

●(2)  サークル等との連携組

織については，2008 年度，3

本部に所属しないサークルの

カテゴリー化が実施された。次

のステップとして，各カテゴリー

で中間的な組織化を推進し

て，それまで個別サークルごと

に大学と結びついていたもの

から，中間組織を通じて大学と

連携できるようにする。サーク

ルカテゴリーの再編を踏ま

え，音楽サークル合同コン

サートなどを開催し，サー

クルが連携する場を用意す

る。 

・サークル間の連携状況を

見ながら，カテゴリーご

との本部機能の設置な

ど，学生同士の自律的な

活動マネジメント体制構

築を支援する。 

(3 )  両大学祭実行委員会につ

いては，これ自体の活動と組

織化を強化するとともに，その

ことを通じて 2001 年以降，学

生が組織的に取り組むことが

できていなかった，サークル・

体育会による新入生歓迎行事

に関して，大学と連携しながら

取り組む中間組織の母体とし

て育成していく。 
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ついても，中間的な連携組織が必要となっている。 

(3 )  「明大祭」「生明祭」の両大学祭実行委員会について

は，ほぼ年間を通じて活動が活発であり，しかもサークルに

属しない学生も参加しており，強力な連携組織として，学生

との意見交換の場として，新たな中間組織として活用するこ

とを考えてもよい段階に来ている。 

 

６ 研究環境 (略) 

７ 社会貢献  

社会貢献に関する目標 

 学生部に関わるものでは，正課外教育および課外活動を通じて行われる社会・地域貢献を推進し，そ

の活動が円滑に行われるように指導・助言するとともに，そうした活動のための条件整備を進めることを

目的とする。 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（社会への貢献）  

○ 社会との文化交

流等を目的とした教

育システムの充実

度  

○ 公開講座の開設

状況とこれへの市

民の参加の状況  

○ 教育研究の成果

の社会への還元状

況  

・現状 

 学生に関係するものとしては，以下の 3 つが重要であ

る。 

(1) M-Nav i プログラムでは，体験型の地域交流を通じ

た文化理解促進プログラムを実施している。具体的な

事例としては，「神田祭神幸祭」では，駿河台キャンパ

スの地元町内会の神輿を学生・教職員が地域住民と一

緒に担ぎ交流を深めた。「阿波踊り」では，徳島県父母

会，校友会の協力を得て，本場の阿波踊りに参加し交

流を深めた。「地域交流・豪雪アウトドア体験」では，桧

原湖セミナーハウス（福島県北塩原村）の地元長寿会

の指導で郷土料理を作り，話を聞き，アウトドアで自然

を体感することで，厳しい自然環境で育まれた文化の

理解を深めた。M-Nav i プログラムでは，体験型の地域

交流を通じた文化理解促進プログラムを下表のとおり実

施した。 

企画名 
実施

時期

実施

場所

募

集

数

参

加

数

担

当

教

職

員

数

外

部

講

師

数

太 田 姫 稲 荷 神

社御祭礼 

5 月

11 日

駿河台 20 15 6

阿波踊り 8 月

15 日

徳島 40 36 5 1

地域交流・豪雪

アウトドア体験 

2 月

24 日

～ 27

日 

桧原湖 20 14 8 12

 

(2) ボランティア活動およびその支援については次のような活

動を行っている。 

・ボランティアセンター設立以前から，ボランティアサ

  

●(1)  M-Navi プログラム

では，プログラムの内容

をデジタルコンテンツ化

し，視覚的に紹介する取

り組みを進めている。今

後，デジタルコンテンツ

を活用してプログラムの

周知を図り，実際のプロ

グラムへの参加者拡大

を図る。 

 

(2 )  ボランティアセンターに

ついては，同運営委員会，

日常的な運営を担当する各

キャンパスの活動支援分科

会が設けている。この 2 つ

の組織の活動を実質化する

ことによって，活動のための

ルール作りと活動の具体化

を早急に進めることとしてい

る。 

(3) 運動部の活動を通じた地

域貢献への寄与について

は，より一層，地域に根ざし

た運動部であるために，

様々な形で親睦を深めてい

く。また，運動部だけではな

く大学としての連携が可能と

なるよう改善を図る。 
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ークルがあり，これまでボランティア活動を継続してき

ている。 

・ボランティアセンターは，地域のボランティアセンターに

協力を依頼し，ボランティアに関する情報を集約したものを学

内のボランティア情報専用掲示板に貼り出し，情報の提供・

周知に努めている。また，行政機関等から送られてくる情報も

掲示している。 
・和泉キャンパスでは,毎週火曜日，ボランティアサークルが

中心となり,スワンベーカリー十条店に勤務する障がい者と協

働して,パンの販売を実施している。 

・生田キャンパスにおいては，里山の環境保全ボランティア

活動を通じて，ボランティア学生スタッフと生田地区ボランテ

ィア活動支援分科会メンバーとの連携が図られている。 

 2008 年度には，3 地区のボランティアセンター設置場所の

確定や什器備品の配置など，センターの本格稼動に向けた

環境整備を行った。 

(3) 運動部は，合宿所が所在する地域の行事等に参加するこ

とで，近隣住民に運動部への理解を求めるとともに地域との友

好関係を築くべく地域貢献活動を行っている。 

 

・長所 

 M-Nav i プログラムおよびボランティアセンターについ

ては，様々なプログラムを通じて，学生の社会性及び自主性

を涵養し,社会・地域との関わりが生まれている。運動部の活動

では，合宿所の所在する地域のイベントに参加するなどによ

り，地域住民との親睦を図っている。 

 

・問題点 

(1 )  M-Nav i プログラムでは，参加者数が相当数（2007

年度 1,988 名）に達するとはいえ，全学部学生に占める

参加者の割合は約 7％であり，参加者数が多いとはいえない。

１つの原因として，参加前にプログラムの内容が分かり

にくいことを指摘できる。M-Navi プログラムにおける地域と

の交流・連携では，駿河台・生田両地区では進められているも

のの，和泉地区において遅れている。 

(2 )  ボランティアセンターについては，駿河台・和泉キャン

パスにおいては，その活動を具体化するまでには至らなかっ

た。活動を続けていくためのルール作りを急ぐ必要がある．3 地

区ともに，専任の嘱託職員を配置して，活動のためのルール作

りを急ぐとともに，すでに始まっている活動についてはさらに推

進し，駿河台・和泉キャンパスでは活動の具体化を図る必要が

ある。 

(3 )  運動部の活動を通じた地域貢献への寄与については，①

スポーツ振興グループの職員数の関係から，参加する時間的

余裕があまりない，②施設の開放や公式戦の招待については

量的に満たしているとはいえない，③MEIJI コミュニティ・スポー

ツクラブは充分機能しているとはいえないこと，などの問題があ

る。 

○ 国や地方自治

体等の政策形成へ

の寄与の状況  

 

・現状  

・長所  

・問題点  

 

○ 大学の施設・設

備の社会への開放

・現状  

・長所  
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や社会との共同利

用の状況とその有

効性 

・問題点  

（企業等との連携）  

・  企業と連携して

社会人向けの教育

プログラムを運用し

ている大学・学部に

おける，そうした教

育プログラムの内容

とその運用の適切

性  

・  寄附講座，寄付

研究部門の開設状

況  

・  大学と大学以外

の社会的組織体と

の教育研究上の連

携策  

・  企業等との共同

研究，受託研究の

規模・体制・推進の

状況  

  

・現状  

 

・長所  

 

・問題点  

 

８ 教員組織 (略) 

９ 事務組織  

事務組織に関する目標 

  高い社会性・共同参画意識を有する自立した社会人として本学学生を育成するために，正課外の観

点から充実したキャンパスライフを送れるように，ワンストップサービス対応を心掛け，学生支援事務室，

学生相談事務室の充実を図る。 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策

（事務組織の構成）  

○ 事務組織の構成

と人員配置  

・現状 

 事務組織改編に伴い，学生事務部から教育支援部

（２００７年９月～２００９年３月）となり，傘下に学生支

援事務室及び学生相談事務室が置かれ，グループリ

ーダー制が導入された（期間中に，機能別グループ

から地区別グループへの移行措置を実施。）人員は

総勢３地区合わせて３５名（嘱託職員・派遣社員は除

く。）が，課外活動，奨学金，福利厚生，スポーツ振

興，学生相談，診療所，ボランティア業務に従事して

いる。 

・長所 

・問題点 

 管理職決裁権限と指揮命令系統がグループリーダ

ーにとって不明確であったため，和泉・生田地区に

おいて，業務判断がその時々の状況により処理され

る傾向があり，大きな負担をかけてしまった。 

●事務機構が見直され，

2009 年 4 月 1 日から新

たに事務長職が増えるこ

ととなるため，管理職決裁

権限と指揮命令系統が明

確になることが期待でき

る。 

（事務組織と教学組

織との関係）  

・現状 

 学生部委員会（各学部教員２名）において，学生の

教務部委員会等で検討す

る。 
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○ 事務組織と教学

組織との間の連携

協力関係の確立状

況  

○ 大学運営におけ

る，事務組織と教学

組識との有機的一

体性を確保させる

方途の適切性  

課外活動，及び健康管理，奨学金における支援の充

実を図ることを目的に，教学組織（教授会，教務部委

員会，学部長会等）と連携を図り，迅速に対応してい

る。 

 

・長所 

 全学部教員との連絡網が構築されているので， 

 学生支援対応が迅速に処理されている。 

    

・問題点 

 学生問題への対応が，学部によって差異が生じて

いる。 

（事務組織の役割）  

○ 教学に関わる企

画・立案・補佐機能

を担う事務組織体

制の適切性  

○ 学内の意思決

定・伝達システムの

中での事務組織の

役割とその活動の

適切性  

○ 国際交流等の専

門業務への事務組

織の関与の状況  

○ 大学運営を経営

面から支えうるよう

な事務機能の確立

状況  

・現状  

 

・長所  

 

・問題点  

 

（スタッフ・ディベロ

ップメント（SD））  

○ 事務職員の研修

機会の確保の状況

とその有効性  

・  事務組織の専門

性の向上と業務の

効率化を図るため

の方途の適切性  

・現状  

 

・長所  

 

・問題点  

 

10 施設・設備等（略）  

11 図書および電子媒体等 (略) 

12 管理運営 (略)  

13 財務 (略)  

14 自己点検・評価  

 自己点検・評価に関する目標 

 



学生部 16/16 

 

点検・評価項目 現状（評価） 問題点に対する改善方策 

（自己点検・評価）  

○ 自己点検・評価

を恒常的に行うため

の制度システムの

内容とその活動上

の有効性  

○ 自己点検・評価

の結果を基礎に，

将来の充実に向け

た改善・改革を行う

ための制度システム

の内容とその活動

上の有効性  

・現状  

 「学生部委員会」「奨学金委員会」「学生健康保

険組合理事会」の常設委員会のほかに，スチュー

デントセンター小委員会，課外活動奨励小委員

会，学内診療体制検討小委員会，ボランティア小

委員会等の小委員会を設置して，学生部の懸案・

改善・改革事項及び緊急解決課題等に，速やかに

かつ柔軟に対応するなど，不断の検証を怠らない

よう対応している。 

 

・長所 

上記のとおり，学生部の懸案・改善・改革事項及

び緊急解決課題等に対し，各委員会とも必要に応

じ精力的に委員会を開催し，専門部局としての機

能を十分に果たしていると言える。 

 

・問題点  

 

（自己点検・評価に

対する学外者によ

る検証）  

○ 自己点検・評価

結果の客観性・妥

当性を確保するた

めの措置の適切性  

・  外部評価を行う

際の，外部評価者

の選任手続の適切

性  

・  外部評価結果の

活用状況  

・現状  

 大学基準協会から大学認証評価を受審し，「適合認定」

を受けた。 

 

・長所  

 本学の自己点検・評価に対し指摘は無く，その認証評

価結果から，一定の客観性・妥当性を確保しているといえ

る。 

 

・問題点  

 

（大学に対する社会

的評価等）  

・  大学・学部・大学

院研究科の社会的

評価の活用状況  

・  自大学の特色や

「活力」の検証状況  

・現状  

 

・長所  

 

・問題点  

 

（大学に対する指摘

事項および勧告な

どに対する対応）  

○ 文部科学省から

の指摘事項および

大学基準協会から

の勧告などに対す

る対応  

・現状  

 本学に対する文部科学省からの指摘事項及び大学基

準協会からの勧告等があった場合は，自己点検・評価全

学委員会を対外的な窓口として，学部等自己点検・評価

委員会で対応することになっている。 

 

・長所  

 

・問題点  

 

 

15 情報公開･説明責任 （略） 


